
����������������

◇
申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。
申
告

書
は
「
前
年
の
申
告
書
控
」
や「
確
定
申
告
の
手
引
き
」

な
ど
を
参
考
に
自
分
で
作
成
し
て
、
税
務
署
の
窓
口
や

送
付
に
よ
り
早
め
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

◇
確
定
申
告
書
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
簡
単
に
作
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
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�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�
�
�
�
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◆
事
業
を
し
て
い
る
方
や
不
動
産
収
入
の
あ
る
方

◆
一
定
の
金
額
を
超
え
る
公
的
年
金
、
満
期
保
険
金
等
の

あ
る
方

◆
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

　
�
給
与
の
年
間
収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
方

　
�
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
方

　
�
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が　

万
円
を
超
え
る
方

２０

◇
こ
の
ほ
か
に
も
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

岩
見
沢
税
務
署　
�
　

局
０
８
１
０

２２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
希
望
の
番
号
を
選
択
す
る
と

担
当
に
つ
な
が
り
ま
す
。　

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�

��
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◆
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成　

年
中
に
給
与
、
年
金
、
家

２１

２０

賃
等
の
収
入
が
あ
っ
た
方
（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
、　

歳
未
満
は　

万
円
、　

歳
以

６５

１０２

６５

上
は　

万
円
を
そ
れ
ぞ
れ
超
え
る
方
が
、
申
告
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

１５２

◆
非
課
税
所
得
（
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
等
）
の
み
の
方
や
所
得
の
な
い
方
で
次
に
該
当

す
る
方

　
�
市
の
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

　
�
市
の
介
護
保
険
の
被
保
険
者
（　

歳
以
上
の
方
）

６５

◇
た
だ
し
、
次
の
方
は
申
告
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
�
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
方

　
�
１
か
所
か
ら
の
給
与
所
得
の
み
で
、支
払
者
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
市
に
提
出
さ

れ
る
方
（
医
療
費
や
社
会
保
険
料
、扶
養
な
ど
の
所
得
控
除
を
追
加
で
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す
）

問
合
先　

市
税
務
課
市
民
税
係
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日　

時　

２
月　

日�
　
 
午
前　

時
か
ら
午

２１

１０

後
３
時

会　

場　

ま
な
み
ー
る
（
９
西
４
）

対　

象　

給
与
所
得
者
、
年
金
受
給
者
等
で
医

療
費
控
除
や
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
な
ど
の
還
付
申
告
を
す
る
方

や
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

問
合
先　

北
海
道
税
理
士
会
岩
見
沢
支
部

（
谷
勲
税
理
士
事
務
所
内
）

�
　

局
３
１
５
８

２２

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
で
も
、
還

付
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
ロ
ー
ン
に
よ
り
住
宅
を
取
得
し
た
場
合

◆
医
療
費
を
一
定
額
以
上
支
払
っ
た
場
合

◆
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て
い
な
い

方
な
ど

問
合
先　

岩
見
沢
税
務
署　�
　

局
０
８
１
０

２２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
希
望
の
番
号
を
選

択
す
る
と
担
当
に
つ
な
が
り
ま
す
。　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��

�
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�－���を使うと自宅のパソ 
 コンから申告などの手続き
が簡単にできます。

������������	
����������������
�������

◆
印
鑑

◆
給
与
や
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

◆
収
入
や
必
要
経
費
を
集
計
し
た
書
類
（
収
支
内
訳
書
な
ど
）

◆
各
種
控
除
の
証
明
書（
医
療
費
・
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
・
社
会
保
険
料
・
寄
附
金
の
領
収
書
、国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
旧
長

期
損
害
保
険
料
の
控
除
証
明
書
、障
害
者
手
帳
・
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
な
ど
）

◆
振
込
先
口
座
番
号
（
還
付
申
告
の
場
合
）
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障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い　

歳
以
上
の
方
で
も
、
介
護
保
険
法
の
要
介
護

６５

認
定
者
で
、
当
該
年
度
の　

月　

日
現
在
の
状
態
が
、
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る
方
は
、
所
得

１２

３１

税
と
市
・
道
民
税
の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
者
が
、
必
ず
し
も
控
除
の
対
象
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

市
高
齢
・
介
護
室
介
護
保
険
係

�
�
�
�
�
�
�
�

申
告
期
限　

３
月　

日�
 

１６

�
�
�
�
�
�
�
�
	

��

�
	


�
�
�
�

申
告
期
限　

３
月　

日�
３１

�
�
�
�
�
�

問
合
先　

岩
見
沢
税
務
署　
�
　

局
０
８
１
０

２２

※
自
動
音
声
案
内
に
従
い
、
希
望
の
番
号
を
選
択
す
る
と

担
当
に
つ
な
が
り
ま
す
。　
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次ページに、住宅ローン控除、寄附金
控除の申告のお知らせがあります。

�
�
�
�
�
�
�

◆
個
人
で
事
業
を
し
て
い
る
方

◇
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
方
は
、
申
告
の
必

要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
年
の
中
途
で
事
業

を
廃
止
し
た
と
き
な
ど
は
、
廃
止
の
日
か
ら
１

か
月
以
内
に
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
期
限  
３
月　

日�
１６

問
合
先　

空
知
支
庁
課
税
課
事
業
税
係

　
　
　
　
�
　

局
０
０
５
０

２０
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所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
方
の
う
ち
、
税
源
移
譲
に
よ
り
所
得

税
が
減
り
、
所
得
税
か
ら
控
除
で
き
る
住

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
少
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
所
得
税
か
ら
控
除
し
き

れ
な
か
っ
た
額
を
翌
年
度
の
市
・
道
民
税

の
所
得
割
額
か
ら
控
除
す
る
制
度
が
平
成

　

年
度
の
市
・
道
民
税
か
ら
始
ま
っ
て
い

２０ま
す
。

　

市
・
道
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適

用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
申
告
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
控
除
の
対
象
と
な

る
方
は
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

平
成　

年
か
ら
平
成　

年
末

１１

１８

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

▼
申
告　

市
税
務
課
市
民
税
係
、
北
村
・

栗
沢
支
所
市
民
課
窓
口
に
備
え
付
け
の

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告

書
」
を
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
に
お

２１

住
ま
い
の
市
区
町
村
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

平
成　

年
度
の
申
告
に
は
「
平
成　

年

２１

２０

分
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）」

が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
行
う
方

は
、
控
除
申
告
書
を
確
定
申
告
書
と
一

緒
に
税
務
署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
期
限　

３
月　

日�
１６

※
前
年
は
、
申
告
書
に
「
住
宅
借
入
金
の

年
末
残
高
」
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま

し
た
が
、
様
式
が
変
更
に
な
り
、「
居
住
開

始
年
月
日
」
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
新
し
い
控
除
申
告
書
は
、
市
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

　

平
成　

年
１
月
１
日
以
降
、
地
方
公
共

２０

団
体
に
対
す
る
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納

税
）、
ま
た
は
、
都
道
府
県
、
市
区
町
村
が

条
例
で
定
め
る
寄
附
金
を
５
千
円
を
超

え
て
支
払
っ
た
個
人
の
方
は
、
申
告
す
る

こ
と
に
よ
り
、
寄
附
金
か
ら
５
千
円
を
引

い
た
額
に
つ
い
て
、
一
定
の
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

▼
控
除
を
受
け
る
に
は　

市
税
務
課
市

民
税
係
、
北
村
・
栗
沢
支
所
市
民
課
窓

口
に
備
え
付
け
の
「
寄
附
金
税
額
控
除

申
告
書
」
を
平
成　

年
１
月
１
日
現
在

２１

に
お
住
い
の
市
区
町
村
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
寄
附
金
控
除
と
市
・

　

道
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
両
方

の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
税
務
署

で
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

▼
申
告
に
必
要
な
も
の　

寄
附
金
を
支

払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
（
寄
附

の
支
払
先
が
発
行
す
る
「
寄
附
金
受
領

証
明
書
」、
ま
た
は
「
領
収
書
」
な
ど
）

が
必
要
で
す
。
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問
合
先　

市
税
務
課
市
民
税
係

�������	
�������������������
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３月１６日�まで
寄附金税額控除申告書、
寄附金受領証明書または
領収書など、印鑑

住宅ローン控除申告書、
源泉徴収票（原本）、印鑑

市区町村確定申告をしない方

２月１６日�～

３月１６日�

寄附金受領証明書または
領収書など、確定申告に
必要な書類、印鑑

住宅ローン控除申告書、
確定申告に必要な書類、
印鑑

税務署
確定申告をする方

※所得税の確定申告書と一緒に提出可


